
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人小野崎正明の上告理由について。

　原審の確定した事実関係によれば、上告人は手形要件の一部を白地のまま約束手

形用紙に記名押印して、あたかも通常の白地手形の外観を有するにいたつた書面を

訴外株式会社Ｄ代表取締役Ｅに交付したのであつて、同訴外人もしくはその後同訴

外人からこれを取得した者により右白地が補充されて転々流通するにいたることは

当然これを予想しうべきところであり、このような場合には、上告人は手形法一〇

条、七七条二項の法意に照らし手形振出人として、右手形を悪意もしくは重大な過

失なくして取得した所持人に対して手形金支払の義務を負うものと解するのが相当

というべく（昭和二九年（オ）第二二〇号同三一年七月二〇日最高裁判所第二小法

廷判決・民集一〇巻八号一〇二二頁参照）、これと同趣旨に出た原判決は正当であ

る。従つて、論旨は採用できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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